
(57)【要約】
【目的】気化室の内圧測定が可能な装置を提供する。
【構成】内部に高圧電極２４および接地容器２９ととも
にヒューズワイヤ１１が配された発弧室１０を備え、こ
の発弧室１０内にプラズマ形成体１２が充填されたプラ
ズマ形成部１と、発弧室１０に金属膜１６Ａを介して連
通する気化室１４を備え、気化することによってプラズ
マの圧力を高める作動体１５が充填された昇圧部２と、
気化室１４を形成する固定容器２８に埋設され、気化室
１４の内圧を検知する圧力センサ３６とにより構成さ
れ、接地容器２９と固定容器２９とが絶縁体３１を介し
て電気的に絶縁されている。



【特許請求の範囲】
【請求項１】プラズマの圧力によって飛翔体を加速する
装置の内圧を測定するものであって、内部に電極対とと
もに可溶体が配された発弧室を備え、この発弧室内に粒
塊状又は棒状のプラズマ形成体が充填されたプラズマ形
成部と、このプラズマ形成部の発弧室に薄膜を介して連
通する気化室を備え、この気化室内に気化することによ
ってプラズマの圧力を高める作動体が充填された昇圧部
と、電極対に電流を供給する電源と、気化室を形成する
金属性の固定容器に埋設され気化室の内圧を検知して電
気信号を出力する圧力センサと、この圧力センサの出力
信号を変換して出力する変換部と、この変換部の出力信
号を受けて表示する表示部とにより構成され、前記電極
対と固定容器とが電気的に絶縁されてなることを特徴と
する飛翔体加速装置の内圧測定装置。
【請求項２】請求項１記載のものにおいて、複数の貫通
穴が散在するとともに固定容器と導電接触した金属シー
ルドが圧力センサの受圧部を覆ってなることを特徴とす
る飛翔体加速装置の内圧測定装置。
【請求項３】請求項２記載のものにおいて、金属シール
ドが金網であることを特徴とする飛翔体加速装置の内圧
測定装置。
【請求項４】請求項１ないし３のいずれかに記載のもの
において、中空のスリーブが気化室の内壁面に接して配
されたことを特徴とする飛翔体加速装置の内圧測定装
置。
【請求項５】請求項４記載のものにおいて、スリーブが
中空円筒であることを特徴とする飛翔体加速装置の内圧
測定装置。
【請求項６】請求項４記載のものにおいて、スリーブが
有底の中空円筒であることを特徴とする飛翔体加速装置
の内圧測定装置。
【請求項７】請求項１ないし６のいずれかに記載のもの
において、気化室に薄膜を介して連通する砲腔を備えた
砲身が昇圧部の反プラズマ形成部側に設けられ、砲腔内
に飛翔体が装填されてなることを特徴とする飛翔体加速
装置の内圧測定装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】この発明はプラズマの圧力によっ
て飛翔体を加速する装置の内圧を測定する装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】飛翔体加速装置は、飛翔体を毎秒数キロ
メートルという高速で発射させ、例えば材料に衝突させ
て新材料を生成させることなどに利用される。加速装置
にはプラズマの圧力によって飛翔体を飛ばすものがあ
り、その場合、飛翔体の加速力は装置の内圧によって左
右される。
【０００３】ここでは、まず、プラズマの圧力によって

飛翔体を加速させる装置について説明する。図７は、こ
のような飛翔体の加速装置の構成例を示す断面図であ
り、プラズマ形成部１，昇圧部２および砲身３よりな
る。プラズマ形成部１はプラズマを発生させるとともに
そのプラズマを成長させる部分である。金属製の接地容
器４内に磁器円筒５が配されるとともに、高圧電極６は
磁器円筒５の中空部縁端部に当たるとともに絶縁リング
７および絶縁筒８を介して中空の金属ボルト９に固着さ
れている。金属ボルト９は、接地容器４のねじ部４Ａに
ねじ込まれて支持されている。磁器円筒５の中空部は発
弧室１０となっており、高圧電極６と接地容器４とに両
端が導電接続された可溶体であるヒューズワイヤ１１が
張られるとともに、球状のポリエチレン材よりなるプラ
ズマ形成体１２が充填されている。
【０００４】また、図７の昇圧部２はプラズマ形成部１
で生じたプラズマの圧力を高める部分である。昇圧部２
は接地容器４をボルトで固定させている鉄製の固定容器
１３よりなり、内部の中空部に気化室１４を備えてい
る。この気化室１４内にはセルロース製の保水剤に水を
浸み込ませゲル状に形成された作動体１５が充填されて
いる。気化室１４の両端には作動体１５を封じ込めるた
めのアルミニウム製の薄い金属膜１６Ａ，１６Ｂが張ら
れている。
【０００５】さらに、図７の砲身３は気化室１４内のプ
ラズマ圧力を受けて飛翔体１７を加速させる部分であ
る。砲身３は鉄製の中空円筒よりなり、その中空部であ
る砲腔１８の一方端に例えば鉄製の飛翔体１７が装填さ
れている。砲身３において矢印２１方向が飛翔体１７の
加速される方向であり、昇圧部２とはねじ部１８Ａを介
して固定されている。
【０００６】高圧電極６と接地容器４とは電極対を構成
しており、投入スイッチ１９を介して電源２０に接続さ
れている。投入スイッチ１９が閉成されると、ヒューズ
ワイヤ１１が電流によって溶け発弧室１０内にアークプ
ラズマが発生する。このアークプラズマの熱によってプ
ラズマ形成体１２が分解し、プラズマが増大する。この
プラズマはその圧力によって金属膜１６Ａを破り、気化
室１４に突入する。その結果、作動体１５がプラズマの
高熱によって瞬時にガス化膨張する。この膨張圧力によ
って金属膜１６Ｂが破れ、飛翔体１７が押圧され砲腔１
８内で加速されながら矢印２１方向に進む。
【０００７】プラズマ形成体１２としては、分解してプ
ラズマを容易に形成しやすいポリエチレン材など低分子
構造のものが用いられる。また、その形状としては、直
径が１００μｍ程度の粒塊状または棒状のものが用いら
れる。飛翔体の加速装置として他に火薬の爆発によって
飛翔体を押圧されるものがよく知られている。しかし、
火薬による爆発力は瞬時に高圧力を発生させることはで
きるが、その爆発反応が終わると飛翔体を加速する力が
低下する。そのために火薬爆発による方法では得られる
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発射速度に限界があった。図７の装置のようにプラズマ
圧力によって飛翔体を加速する方法は、現在はまだ開発
期にあるが、装置の構成、プラズマ形成体や作動体など
の種類によってプラズマの膨張圧力をより長時間保つこ
とができ、飛翔体を火薬爆発による方法より高速に加速
させる可能性を有している。
【０００８】前述したように、図７装置において飛翔体
１７の加速力は、気化室１４の内圧によって左右され
る。そのために、気化室１４の圧力－時間特性を測定す
ることは、飛翔体１７の加速力を高めるために非常に重
要なことである。出来るだけ高い圧力値でかつ長時間圧
力を持続させることによって、飛翔体１７に大きい加速
力を与えることができる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述し
たような飛翔体加速の内圧を測定することは、従来不可
能であった。図７の装置において、気化室１４の圧力を
測定するために、固定容器１３内に圧力センサを埋設す
る方法が考えられる。圧力センサの受圧部を気化室１４
内に露出させるように配すると、電源２０からの電流に
よって圧力センサが静電誘導を受け、圧力センサが全く
機能しなくなる。すなわち、電源２０からの電流はヒュ
ーズワイヤ１１を介して接地容器４に流れるが、接地容
器４と固定容器１３とは導電接触しているので、電流の
変化分が固定容器１３を介して圧力センサに入り込み、
圧力センサ出力側の増幅器を飽和させたり、故障させた
りする。そのために、気化室１４の内圧測定が不可能で
あった。従来は、装置の内圧を測定せずに図７の装置の
ような飛翔体加速装置によって飛翔体１７を実際に発射
させることによって、その加速特性を把握していた。し
たがって、飛翔体の加速力を増すためには、図５の装置
の構造、寸法を種々変えて作り直しては飛翔体を実際に
飛ばすという大がかりなことを実施していた。
【００１０】この発明の目的は、気化室の内圧測定が可
能な装置を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、この発明によれば、プラズマの圧力によって飛翔体
を加速する装置の内圧を測定するものであって、内部に
電極対とともに可溶体が配された発弧室を備え、この発
弧室内に粒塊状又は棒状のプラズマ形成体が充填された
プラズマ形成部と、このプラズマ形成部の発弧室に薄膜
を介して連通する気化室を備え、この気化室内に気化す
ることによってプラズマの圧力を高める作動体が充填さ
れた昇圧部と、電極対に電流を供給する電源と、気化室
を形成する金属性の固定容器に埋設され気化室の内圧を
検知して電気信号を出力する圧力センサと、この圧力セ
ンサの出力信号を変換して出力する変換部と、この変換
部の出力信号を受けて表示する表示部とにより構成さ
れ、前記電極対と固定容器とが電気的に絶縁されてなる

ものとし、かかる構成において、複数の貫通穴が散在す
るとともに固定容器と導電接触した金属シールドが圧力
センサの受圧部を覆ってなるものとし、さらに、金属シ
ールドが金網であるものとする。
【００１２】また、上記構成において、中空のスリーブ
が気化室の内壁面に接して配されたものとし、さらに、
スリーブが中空円筒であるものとする、又は、スリーブ
が有底の中空円筒であるものとする。さらに、上記構成
において、気化室に薄膜を介して連通する砲腔を備えた
砲身が昇圧部の反プラズマ形成部側に設けられ、砲腔内
に飛翔体が装填されてなるものとする。
【００１３】
【作用】この発明の構成によれば、電極対と固定容器と
が電気的に絶縁されたことにより、電源からの電流が固
定容器側に流れなくなる。そのために、圧力センサが静
電誘導を受けなくなるので気化室の内圧を測定すること
が可能になる。上記構成に加えて、金網などの金属シー
ルドで圧力センサの受圧部を覆い、金属シールドを固定
容器と導電接触させておく。発弧室から気化室に入り込
んだプラズマの荷電粒子が金属シールドに流れるので、
圧力センサの出力信号に電気ノイズが重畳することがな
くなる。
【００１４】また、上記構成に加えて、気化室の内壁面
に接する中空のスリーブを配する。これにより、固定容
器を変換することなしに気化室の形状を任意に変えるこ
とができ、気化室の内圧測定が容易になる。スリーブを
中空円筒とすることによって、円柱状の気化室の内径を
容易に変えることができる。また、スリーブを有底の中
空筒とすることによって、円柱状の気化室の内径および
軸方向長さを容易に変えることができる。
【００１５】さらに、上記構成において、昇圧部に砲身
を設けたことにより、実際に飛翔体を加速させたときの
内圧を測定することが可能になる。
【００１６】
【実施例】以下この発明を実施例に基づいて説明する。
図１はこの発明の実施例にかかる飛翔体加速装置の内圧
測定装置の構成を示す断面図である。金属製の固定容器
２８にスリーブ３３が嵌め込まれ、作動体１５で充填さ
れた気化室１４が形成されている。この固定容器２８に
Ｏリング３７を介してホルダ３２が嵌め込まれ、さら
に、絶縁体３１を介して接地容器２９が配されている。
この接地容器２９内に発弧室１０を形成し、ナット２３
で固定された高圧電極２４を備えた絶縁体３０が嵌挿さ
れ、さらに、この絶縁体３０は止め蓋２５を介してボル
ト２７とナット２６とによって、ホルダ３２とともに締
め付けられている。発弧室１０内にはプラズマ形成体１
２が充填されるとともに、高圧電極２４と接地容器２９
との間にヒューズワイヤ１１が張られている。
【００１７】また、固定容器２８とホルダ３２とは、ね
じ部４９にて互いに固定されている。高圧電極２４と接
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地容器２９とは電極対を形成しており、電源２０が投入
スイッチ１９を介して接続されている。接地容器２９は
円筒状の絶縁体３８を介してボルト２７から絶縁される
とともに、Ｏリング５１を介して発弧室１０と気化室１
４とを気密に保持している。
【００１８】さらに、固定容器２８内に絶縁性のセンサ
ホルダ３５を介して圧力センサ３６が埋設されている。
圧力センサ３６の出力は変換部２１に入力され、さら
に、変換部２１の出力は表示部２２に入力される。一
方、圧力センサ３６の受圧部（左端面）は、連通穴４８
を介して気化室１４内に露出している。３４は金網であ
り、固定容器２８と導電接触している。
【００１９】図１において、高圧電極２４と接地容器２
９とは電極対を形成しており、発弧室１０とともに図７
と同様なプラズマ形成部１を模擬している。また、作動
体１５で充填された気化室１４も図７と同様な昇圧部２
を模擬している。図７における砲身３および飛翔体１７
が図１の装置にないのは、この装置が気化室１４の内圧
を測定するためのものであることによる。図７におい
て、気化室１４の上端面は、飛翔体１７が飛び出す前は
塞がれている。図１の装置は、飛翔体１７を押し出す圧
力を測定するだけなので、固定容器２８で気化室１４が
覆われた構成になっている。
【００２０】図１において、投入スイッチ１９が閉成さ
れると、ヒューズワイヤ１１が電流によって溶け発弧室
１０内にアークプラズマが発生する。このアークプラズ
マの熱によってプラズマ形成体１２が分解し、プラズマ
が増大する。このプラズマはその圧力によって金属膜１
６Ａを破り、気化室１４に突入する。その結果、作動体
１５がプラズマの高熱によって瞬時にガス化膨張する。
この膨張圧力を圧力センサ３６が検知して電気信号を変
換部２１に出力する。変換部２１は圧力センサ３６の出
力を増幅して表示部２２に出力する。表示部２２は変換
部２１の出力を圧力－時間特性の波形で画面に表示す
る。なお、金網３４は前述の金属シールドに対応するも
のであり、その効果については後で述べる。
【００２１】図１の装置によって、気化室１４や発弧室
１０の形状，容積，ヒューズワイヤ１１の長さや太さ、
電源２０から出力される電流の大きさや波形などと気化
室１４の内圧との関係を求めることができる。この圧力
－時間特性から飛翔体を加速させる力を推定することが
でき、効率のよい飛翔体加速装置を開発することができ
る。
【００２２】図２，図３は、図１の装置を用いて得られ
た気化室１４内の圧力－時間特性の一例を示す波形図で
ある。各図とも横軸は時間、縦軸は圧力（ゲージ圧）で
ある。図２の波形４２は金網３４の無い場合、図３の波
形４３は金網３４の有る場合にそれぞれ対応する。図２
において、波形４２には４つのパルス性ノイズが４４～
４７が重畳している。ノイズ４７は図１の投入スイッチ

１９を閉成したときのもの、ノイズ４６はヒューズワイ
ヤ１１が電流によって溶断しアークが発生したときの衝
撃波、ノイズ４５は電源２０からの投入電流による静電
誘導によるものと考えられる。また、ノイズ４４は気化
室１４に入り込んだプラズマの荷電粒子が圧力センサ３
６に受圧面に近付いたことによるものである。したがっ
て、波形４２のうち、パルス性のノイズ４４～４７を除
いた特性が気化室１４の真の内圧である。
【００２３】一方、図３の波形４３は、図２の波形４２
に対してノイズ４４が除去されただけである。金網３４
が金属シールドの役目を担い、プラズマの荷電粒子を吸
い取ったためである。したがって、金属シールドは、複
数の貫通穴が散在しているもでよく、必ずしも金網でな
くてもよい。その他のノイズ４５～４７も実際にはない
方がよいが、これらのノイズ４５～４７を除去して解折
すれば、飛翔体の加速力は充分に推定することができ
る。図１の装置によって初めて気化室１４内の圧力特性
を得ることができた。
【００２４】図１において、絶縁体３１を導体に変更し
て、接地容器２９と固定容器２８とを導電接触させた状
態で気化室１４の内圧を測定しようとすると、圧力セン
サ３６が静電誘導を受けて全く測定するたとができなか
った。図２、図３におけるノイズ４５が極端に大きくな
り、変換器２１内の増幅器が飽和し得られた波形が全く
変歪したものになった。固定容器２８に圧力センサ３６
が埋設されているので、センサホルダ３５を介して電流
の変化分が圧力センサ３６に入りやすいためである。図
１のように絶縁体３１によって、固定容器２８を接地容
器２９から電気的に絶縁することによって、圧力センサ
３６に侵入する電気的ノイズを低減させることができ、
図２、図３の波形のような圧力測定が可能になった。図
７の装置において、固定容器１３に圧力センサを埋め込
んでも全く測定できなかったことは前述した通りであ
る。これは、図７の固定容器１３と接地容器４とが導電
接触していたためである。
【００２５】なお、図１において、スリーブ３３は気化
室１４の内径を調節するものであり、円筒の肉厚を大き
くすることによって気化室１４の内壁径を小さくするこ
とができる。スリーブ３３の形状を種々用意しておくこ
とにより、固定容器２８はその形のまま何回も使うこと
ができる。ただし、スリーブ３３に連通穴４８と連通さ
せるための穴を１個所明けておく。
【００２６】図４はこの発明の異なる実施例にかかる飛
翔体加速装置の内圧測定装置の構成を示す断面図であ
る。スリーブ４１が中空円筒部４０と底部３９とからな
り、その他の構成は図１と同じである。底部３９の厚さ
が異なるスリーブ４１を種々用意しておくことにより、
固定容器２８はその形状のままにして気化室１４の軸方
向長を容易に変更することができる。
【００２７】図５はこの発明のさらに異なる実施例にか
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かる飛翔体加速装置の内圧測定装置の構成を示す断面図
である。気化室１４に薄い金属膜１６Ｂを介して連通す
る砲腔１８を備えた砲身３が固定容器２８０にねじ部１
８Ａを介して取り付けられている。砲腔１８内には飛翔
体１７が装填されている。その他の構成は、図１と同じ
である。
【００２８】図５は、図１の装置に砲身３を設けたもの
で、内圧測定装置を備えた飛翔体加速装置であるとも言
える。これによって、飛翔体１７が実際に加速された条
件における気化室１４の内圧を測定することができる。
図６は、図５の装置を用いて得られた気化室１４内の圧
力時間特性の一例を示す波形図である。横軸は時間、縦
軸は圧力（ゲージ圧）である。波形４３０は、金網３４
が有る場合の特性を示す。
【００２９】図６において、波形４３０はピークを過
ぎ、飛翔体１７が砲身１８から射出されると、圧力が急
激に低下する。
【００３０】
【発明の効果】この発明は前述のように、電極対と固定
容器とを電気的に絶縁したことにより、気化室の内圧測
定が可能になり飛翔体加速装置の開発のために有効なデ
ータが得られるようになった。上記構成に加えて、圧力
センサの受圧部を金網などの金属シールドで覆ったこと
により、電気的ノイズが減り、真の圧力特性に近い波形
が得られるようになった。
【００３１】また、上記構成に加えて、気化室内に中空
円筒や有底中空円筒のスリーブを嵌めたことにより、固
定容器を変更することなしに気化室の形状を任意に変え
ることができ、内圧測定装置の製作費用を大幅に節約す

ることができた。さらに、上記構成に加えて、昇圧部に
砲身を設けたことにより、実際に飛翔体を加速させたと
きの気化室の内圧測定が可能になり、飛翔体加速装置の
真の内圧値を確認しておくことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施例にかかる飛翔体加速装置の内
圧測定装置の構成を示す断面図
【図２】図１の装置を用いて金網が無い場合に得られた
圧力特性の波形図
【図３】図１の装置を用いて金網が有る場合に得られた
圧力特性の波形図
【図４】この発明の異なる実施例にかかる飛翔体加速装
置の内圧測定装置の構成を示す断面図
【図５】この発明のさらに異なる実施例にかかる飛翔体
加速装置の内圧測定装置の構成を示す断面図
【図６】図５の装置を用いて金網が有る場合に得られた
圧力特性の波形図
【図７】飛翔体加速装置の構成を示す断面図
【符号の説明】
１：プラズマ形成部、２：昇圧部、２９：接地容器、２
８，２８０：固定容器、１４：気化室、１６Ａ，１６
Ｂ：金属膜、１０：発弧室、２７：ボルト、３２：ホル
ダ、３０，３１，３８：絶縁体、２３，２６：ナット、
２４：高圧電極、２５：止め蓋、１９：投入スイッチ、
２０：電源、３７，５１：Ｏリング、３５：センサホル
ダ、３６：圧力センサ、２１：変換部、２２：表示部、
３３，４１：スリーブ、１５：作動体、３４：金網、１
１：ヒューズワイヤ、１２：プラズマ形成体、４８：連
通穴、４９：ねじ部、３９：底部、４０：中空円筒部

【図２】 【図３】
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【図１】 【図４】

【図６】
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【図５】 【図７】
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